
厚生年金及び国民年金の保険料（率）の引上げ 

【保険料（率）の引上げ幅】 

   厚生年金 ： 平成１６年１０月より毎年０．３５４％（本人０．１７７％、事業主０．１７７％）引上げ 

   国民年金 ： 平成１７年 ４月より毎年２８０円（平成１6 年度価格）引上げ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

（注１）平成16 年度価格とは、平成16 年度の賃金水準を基準として価格表示したもの。実際に賦課される保険料額は、平成16 年度価格の額に、賦課される時点ま

での賃金上昇率を乗じて定められる。したがって、その額は今後の賃金上昇の状況に応じて変化するものである。 

（注２）厚生年金の保険料負担は、平均的な被用者（月収36.0 万円（ボーナスは年２回合計で月収3.6 ヶ月分））の場合、毎年保険料率の引上げにより、月650 円程

度（ボーナス１回につき1,150 円程度）保険料負担（被保険者分）が増加する。 
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厚 生 年 金 の 保 険 料 率

(2000) (2005) (2010) (2015) (2020) (2025)

平成29(2017)年度　18.3％
　　　　　　　(本人9.15％)

（％）

（注）　保険料は、年収（総報酬）に対する率である。

13.58％
(本人6.79％)

毎年 0.354％引上げ
     (本人0.177％)
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国 民 年 金 の 保 険 料

(2000) (2005) (2010) (2015) (2020) (2025)

平成29(2017)年度　16,900円

（円）

（注）　保険料は、平成16(2004)年度価格（平成15年度までは名目額）である。平成17(2005)年度以降の実際の
　　　　保険料は、上記で定まった額に平成16年度以降の物価・賃金の伸びを乗じた額。

13,300円

毎年 280円引上げ


